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船舶事故調査報告書 

 

 

船 種 船 名 貨物船 GOLDEN VOYAGE 

ＩＭＯ番号 ９０５６７３９ 

総 ト ン 数 ２,７４５トン 

 

船 種 船 名 貨物船 WOOYANG GLORY 

ＩＭＯ番号 ９０３３８５４ 

総 ト ン 数 ２,４９８トン 

 

事 故 種 類 衝突 

発 生 日 時 平成２０年５月２７日 ０７時０８分ごろ 

発 生 場 所 関門港関門第２航路北西口 

若松洞海湾口防波堤灯台から真方位３４１゜１.１海里付近 

（北緯３３゜５７.５′ 東経１３０゜５０.６′） 

 

 

                      平成２１年１２月１７日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委 員 長  後 藤 昇 弘 

                   委   員  楠 木 行 雄 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

貨物船GOLDEN
ゴールデン

 VOYAGE
ボ ヤ ー ジ

は、大韓民国釜山
ぷ さ ん

港から関門港下関区に向けて航行中、貨物船

WOOYANG
ウ ー ヤ ン

 GLORY
グローリー

は、大韓民国 光
くぁん

陽
やん

港から名古屋港に向けて航行中、平成２０年５月 

２７日０７時０８分ごろ、福岡県馬島南西方の関門第２航路北西口で、両船が衝突し

た。 
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衝突の結果、GOLDEN VOYAGE には、船首部に損傷が生じ、WOOYANG GLORY には、左舷

船首部水面下に損傷が生じたが、両船とも死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２０年１０月１日、本事故の調査を門司地方海難審判理

事所から引き継ぎ、調査を担当する主管調査官（門司事務所）ほか１人の地方事故

調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２０年５月２８日 現場調査 

平成２０年６月３日、４日、１２月２７日、２９日～３１日、平成２１年１月２

日、７日、８日、１０日、５月１２日、１４日、１６日 口述聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

本事故が発生するまでの経過は、GOLDEN VOYAGE（以下「Ａ船」という。）の船長（以

下「船長Ａ」という。）、WOOYANG GLORY（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下「船

長Ｂ」という。）、関門港
むつれじま

六連島東方の錨地（以下「六連錨地」という。）から同港

若松区安瀬
あ ん せ

泊地に向っていた貨物船UNICORN
ユ ニ コ ー ン

 No.3（以下「Ｃ船」という。）の船長（以

下「船長Ｃ」という。）、及びＣ船の二等航海士（以下「航海士Ｃ」という。）の口

述並びに海上保安庁関門海峡海上交通センター（以下「関門マーチス」という。）の

ＡＩＳ※1情報の記録（以下「ＡＩＳ記録」という。）によれば、次のとおりであった。 

 

2.1.1 ＡＩＳ記録による運航の経過 

(1) Ａ船 

     Ａ船は、平成２０年５月２７日０６時５０分ごろ北緯３４゜００′ 

                         
※1  「ＡＩＳ（Automatic Identification System：船舶自動識別装置）とは、船舶の識別符号、種類、

船名、船位、針路、速力、目的地、航行状態その他の安全に関する情報を、船舶相互間及び陸上局の
航行援助施設等との間で交換する装置をいう。 
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５３.６″東経１３０゜４９′２９.８″付近に達して南進し、０７時０３分

ごろ位置通報ライン（以下「ＡＳライン※２」という。）を通過し、同０７分

５０秒ごろ関門第２航路（以下「第２航路」という。）北口から入航したの

ち、約１３２゜（真方位、以下同じ。）の針路、約１１.８ノット(kn)の速力

（対地速力、以下同じ。）で進行し、同０８分０７秒～１３秒ごろ船首方位

及び速力が大きく変化した。（付表１ Ａ船のＡＩＳ記録 参照） 

(2) Ｂ船 

     Ｂ船は、平成２０年５月２７日０６時５０分ごろ北緯３４゜００′ 

２９.１″東経１３０゜５０′３１.１″付近に達して南進し、０７時０１分

ごろＡＳラインを通過して同０６分３０秒ごろ左転し、同０７分００秒ごろ

第２航路北口から入航したのち、約０８１゜の針路、約７.９kn の速力で進

行し、同０８分０６秒～１６秒ごろ船首方位及び速力が大きく変化した。（付

表２ Ｂ船のＡＩＳ記録 参照） 

(3) Ｃ船 

     Ｃ船は、平成２０年５月２７日０６時５０分ごろ北緯３３゜５８′ 

１０.０″東経１３０゜５２′３０.６″の地点に達したのち、関門航路を南

進し、同５６分３０秒ごろ、第２航路東口に達し、同航路の東側部分を針路

約３１６゜速力約３.９kn で北進したのち、０７時０４分０３秒ごろ左転し

て増速し、針路約２２５゜、速力約７.７kn で南西進したのち、同０７分 

０３秒ごろ更に左転した。（付表３ Ｃ船のＡＩＳ記録 参照） 

 

2.1.2 乗組員の口述による運航の経過 

(1) Ａ船 

Ａ船は、船長Ａほか１３人が乗り組み、平成２０年５月２６日２１時２０

分ごろ（日本標準時、以下同じ。）大韓民国釜山港を出港し、月に１２～ 

１３回往復していた関門港下関区へ向かった。 

５月２７日０６時３０分ごろ、船長Ａは、ＡＳラインまで約５海里（Ｍ）

となり、関門海峡の通過に備えて昇橋し、当直の一等航海士を船長補佐に、

甲板手を手動操舵につかせ、機関用意として操船の指揮に当たった。 

 

                         
※２  「ＡＳライン」とは関門海峡海上交通センターのレーダーサービスエリアの境界を示す１２箇所 

ある位置通報ラインの一つで、「ＡＳ」は藍島南端と片島北端を結んだ線をいう。３,０００トン以 
上の船舶など一定の通航船舶は定められた位置通報ラインを航過した際には同センターに通報する 
必要があると海上保安庁刊行の瀬戸内海水路誌に記載されており、同庁がそのように指導している。 
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     船長Ａは、０６時５０分ごろ、霧模様となった状況下、ＡＲＰＡ※３付き 

レーダー２台を作動させ、六連島の西方水路（以下「西水路」という。）か

ら第２航路へ向けて航行した。 

このころ、霧が徐々に濃くなり、視程が５００～６００ｍまで低下して、

視界が制限される状況の中を航行した。 

     船長Ａは、レーダーで前方を同航するＢ船を認め、ＡＳラインの手前 

１.５Ｍ付近でＢ船と初めて連絡をとって南進した。 

船長Ａは、視程がさらに悪化して１００ｍ未満となり、国際ＶＨＦ無線電

話（以下「ＶＨＦ」という。）でＢ船と連絡をとったうえ、関門マーチスに

ＡＳライン通過の通報を行い、視程が約１,０００ｍ以下との情報を得て航行

した。 

船長Ａは、Ｂ船を追い越す意図はなく、反航するＣ船の映像を認めていた

が、０８時００分の着桟時刻が迫っていたこともあって、先航するＢ船が減

速していることに気付かないまま航行中、至近距離に並航したＢ船が衝突の

約１５秒前ごろ左転をしたことに気付き、長音２回を吹鳴したものの、０７

時０８分ごろＡ船の船首が、Ｂ船の左舷船首部に衝突した。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、船長Ｂほか１２人が乗り組み、５月２６日１５時１０分ごろ大韓

民国光陽港を出港し、名古屋港へ向かった。 

翌２７日０６時００分ごろ、船長Ｂは、山口県
ふたおいじま

蓋井島南西方約６Ｍ付近で

昇橋し、当直である一等航海士を船長補佐に、甲板手を手動操舵につかせ、

機関用意として関門海峡の通過に備え操船の指揮に当たった。 

船長Ｂは、霧模様となった状況下、ＡＲＰＡ付きレーダー２台を作動させ、

西水路から第２航路へ向け航行した。 

このころ、霧のために視程が６００～７００ｍまで低下して、視界が制限

される状況となったので、自動吹鳴装置を使用して霧中信号を行いながら航

行した。 

船長Ｂは、視程が急激に悪化して５０～１００ｍとなったころ、関門マー

チスのＶＨＦの通話を傍受し、このころ、Ａ船が左舷後方から接近してきた

ので、ＡＳラインを通過する前にＶＨＦでＡ船に連絡し、Ａ船が自船の後方

にいることをレーダーで確認した。 

船長Ｂは、ＶＨＦを担当する一等航海士に関門マーチスと連絡をとらせて

                         
※３  「ＡＲＰＡ」とは、Automatic Radar Plotting Aids:自動衝突予防援助装置をいい、他の物標の

位置をプロッティングすることにより、その将来位置を予測し、危険かどうか判定する等の作業を
コンピュータで自動処理する装置をいう。  
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ＡＳラインを通過し、反航するＣ船のレーダー映像を認め、Ｃ船の動静に注

意を払っていた。 

船長Ｂは、Ａ船がＢ船の左舷後方に接近していることを失念し、Ａ船の接

近に気付かないまま、反航船を避けるようにとの関門マーチスの要請に従っ

て左転し、Ｃ船と互いに右舷を対して通過したのち、Ａ船が左舷後方から間

近に迫っていることに気付き、エアホーンで長音を連続して吹鳴したが、何

の措置もとれないまま、Ｂ船の左舷船首部にＡ船の船首が衝突した。 

(3) Ｃ船 

Ｃ船は、船長Ｃほか１２人が乗り組み、同月２７日０６時４０分ごろ六連

錨地を抜錨し、同港若松区安瀬泊地へ向かった。 

船長Ｃは、航海士Ｃをレーダーによる見張りに、三等航海士をＶＨＦの通

信担当に、甲板手２人を操舵及び見張りにそれぞれ配置し、操船の指揮に当

たった。 

船長Ｃは、関門航路に入航するに当たり、関門マーチスと連絡をとり、六

連島西水路に南進船２隻がいること、視程が１,０００ｍ以下であるとの通報

を受け、関門航路に入航し、レーダーで同水路を南進する２隻の映像を認め、

本船が安瀬航路に入るので注意してほしい旨を伝えてくれるよう依頼して航

行した。 

船長Ｃは、関門航路８号灯浮標付近で、視程が５０～６０ｍとなったので、

自動で霧中信号を吹鳴し、関門マーチスと連絡をとりながら、第２航路に入

航して右転しながら減速し、その後、南進するＡ船、Ｂ船の動静を確認しな

がら航行した。 

船長Ｃは、その後、左転しながら増速して安瀬航路に向ける針路としたと

き、２隻の南進船と無難に航過できると思い航行を続けたが、視界が非常に

悪く、安瀬航路に入航することに危険を感じたので、入航を断念して第２航

路内で大きく左転して減速し、その後停止した。 

 

本事故の発生日時は、平成２０年５月２７日０７時０８分ごろで、発生場所は若松

洞海湾口防波堤灯台（以下「防波堤灯台」という。）から３４１゜１.１Ｍの第２航路

内であった。 

（付図１ 関門海峡付近略図、付図２ 推定航行経路図（全体図）、付図３ 推定航

行経路図（衝突直前の状況）、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録、付表２ Ｂ船のＡＩＳ

記録、付表３ Ｃ船のＡＩＳ記録 参照） 
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２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

Ａ船及びＢ船に死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

Ａ船は球状船首を折損して破口が生じ、Ｂ船は左舷船首部水面下に破口が生じると

ともに、同部上甲板のブルワークが凹損及び左舷中央部に曲損が生じた。 

船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、その後、Ａ船は関門港下関区に自力で入港し、

Ｂ船は六連錨地まで自力で移動して錨泊した。 

（写真１ Ａ船船首部の損傷状況、写真２ Ｂ船左舷船首部の損傷状況、写真３ Ｂ

船左舷船首部の損傷状況（拡大） 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、海技免状 

    船長Ａ 男性 ５４歳 

     一級海技士（大韓民国発給） 

      免 許 年 月 日 ２０００年４月６日 

      免 状 交 付 年 月 日 ２００５年４月６日 

      免状有効期間満了日 ２０１０年４月５日 

    船長Ｂ 男性 ５４歳 

     二級海技士（大韓民国発給） 

      免 許 年 月 日 ２００７年１１月１４日 

      免 状 交 付 年 月 日 ２００７年１１月１４日 

      免状有効期間満了日 ２０１２年１１月１３日 

    船長Ｃ 男性 ５３歳 

     三級海技士（航海） 

      免 許 年 月 日 昭和５６年８月１７日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成１８年１月１１日 

      免状有効期間満了日 平成２３年５月１２日 

(2) 主な乗船履歴 

船長Ａ 

船長Ａの口述によれば、次のとおりである。 

１９７３年から７９年まで大韓民国海軍で艦艇勤務し、８１年海技免状を取

得したのち、商船に航海士として乗船し、２００５年から船長となった。船長

としての関門海峡の通過経験は２００回以上であった。 
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船長Ｂ 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりである。 

１９７２年から８１年まで大韓民国海軍で艦艇勤務し、海技免状を取得した

のち、８３年商船に航海士として乗船し、２００３年船長となった。船長とし

ての関門海峡の通過経験は月に約１０回であった。 

船長Ｃ 

船長Ｃの口述によれば、次のとおりである。 

内航貨物船の甲板員、航海士を約２０年、船長を約１０年以上経験していた。 

本事故当時は週１回の割合で安瀬泊地に入港し、計３０回程度入港経験を有し

ていた。視界が制限された状況での同泊地への入港経験は、１～２回であった。 

 

２.５ 船舶に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

(1) Ａ船 

ＩＭＯ番号  ９０５６７３９ 

船 籍 港  大韓民国 済州
チェジュ

 

船舶所有者  SINOKOR MARCANT MARINE COMPANY LIMITED  

船舶管理会社  KOREA SHIPMANAGERS COMPANY LIMITED 

総 ト ン 数  ２,７４５トン 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ９０.８１ｍ×１５.３０ｍ×７.５０ｍ 

船 質  鋼 

機 関  ディーゼル機関１基   

出 力  ３,３１０kＷ（連続最大） 

推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

進水年月日  １９９３年３月５日 

(2) Ｂ船 

ＩＭＯ番号  ９０３３８５４ 

船 籍 港  大韓民国 済州
チェジュ

 

船舶所有者  WOOYANG SHIPPING COMPANY LIMITED 

船舶管理会社  KOREA SHIPMANAGERS COMPANY LIMITED 

総 ト ン 数  ２,４９８トン 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ９４.００ｍ×１４.００ｍ×７.００ｍ 

船 質  鋼 

機 関  ディーゼル機関１基   

出 力  １,６９１kＷ（連続最大） 
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推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

進水年月日  １９９２年１月２４日 

(3) Ｃ船 

船 舶 番 号  １４０３３３ 

船 籍 港  愛媛県今治市 

船舶所有者  大洋マリンサービス株式会社、山口汽船株式会社 

船舶管理会社  新和内航海運株式会社 

総 ト ン 数  ５,１７４トン 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  １００.６１ｍ×１９.００ｍ×１０.３０ｍ 

船 質  鋼 

機 関  ディーゼル機関１基 

出 力  ３,８８２kＷ（連続最大） 

推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

進 水 年 月  平成７年１１月 

 

2.5.2 積載状態 

   (1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、Ａ船は、コンテナ貨物６００トンを積載し、喫水

は船首４.０５ｍ、船尾４.６５ｍであった。 

   (2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、Ｂ船は、鋼製コイル３,１００トンを積載し、喫水

は船首４.５８ｍ、船尾５.５５ｍであった。 

   (3) Ｃ船 

船長Ｃの口述によれば、Ｃ船は、空倉であった。 

 

2.5.3 船舶に関するその他の情報 

(1) Ａ船 

Ａ船は、船尾船橋型の貨物船で、船橋中央に設置した主機コンソールスタ

ンド中央部に操舵スタンドがあり、その右舷側には１号レーダー、ＧＰＳプ

ロッター及び主機遠隔操縦装置、同左舷側には２号レーダーがあり、また、

ＡＩＳ及びＶＨＦを装備していた。 

船長Ａの口述によれば、船体及び機器類には不具合又は故障はなかった。 

   (2) Ｂ船 

Ｂ船は、船尾船橋型の貨物船で、船橋中央部に操舵スタンド、その左側に

は１号及び２号レーダー、その右舷側には主機コンソールスタンドがあり、
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また、ＡＩＳ及びＶＨＦを装備していた。 

船長Ｂの口述によれば、船体及び機器類には不具合又は故障はなかった。 

   (3) Ｃ船 

船長Ｃの口述によれば、Ｃ船は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、船橋内に２

台のレーダー、ＡＩＳ及びＶＨＦを備えていた。船体及び機器類には不具合

又は故障はなかった。 

 

２.６ 気象及び海象等に関する情報 

2.6.1 気象観測値 

本事故発生場所の北東方約７km に位置する下関地方気象台の観測値は、下記

のとおりであった。 

    ０６時００分 風向 南、風速 ０.７m/s、天候 霧、視程 ５００ｍ 

    ０７時００分 風向 南南東、風速 ０.４m/s、天候 霧、視程 １,０００ 

           ｍ 

０８時００分 風向 東北東、風速 １.８m/s 

 

2.6.2 関門マーチスの気象観測値 

関門マーチスの気象観測結果によれば、霧情報の発表状況は、下記のとおり

であった。 

０５時００分 関門海峡全域 視程 ２,０００ｍ以下 

    ０５時４５分 関門海峡東部 視程 ２,０００ｍ以下、同中央部及び西部 

           視程 １,０００ｍ以下 

０９時００分 関門海峡全域 視程 ２,０００ｍ 

 

2.6.3 乗組員の観測 

船長Ａ、船長Ｂ、船長Ｃ及び航海士Ｃの口述によれば、次のとおりであった。 

(1) 船長Ａ 

視界は０６時５０分ごろから悪くなってきた。視程は５００～６００ｍく

らいだった。ＡＳライン付近の視程は、１００ｍ未満だった。 

(2) 船長Ｂ 

視界は蓋井島を過ぎた辺りから、だんだん霧が濃くなってきた。昇橋した

０６時００分ごろの視程は６００～７００ｍくらいだった。ＡＳラインを通

過するころには、ほとんど見えず５０～１００ｍだった。衝突時刻ごろの視

程も同じくらいだった。 

(3) 船長Ｃ 
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視界は六連島を過ぎて関門航路第８号灯浮標手前くらいから悪くなってき

た。視程は５０～６０ｍで、その後同じ状況が続いていた。 

(4) 航海士Ｃ 

視界は非常に悪かった。船橋から船首部は確認できており、視程は１００

ｍ程度で、とても安瀬航路には入れる状況ではなかった。 

(5) その他の情報 

海上保安庁刊行の瀬戸内海水路誌によれば、本事故発生場所の南方３km の

洞海湾付近における霧の発生状況は、次のとおり記載されている。 

春から初夏にかけて関門海峡全域にわたり濃霧が発生することが多いが、

洞海湾内は濃霧でも湾外の海域は視程がよかったり、逆に湾外が濃霧でも湾

内は晴れている場合があり、その状況は時々刻々変化する。関門海峡の他の

海域同様、未明から日出ころに発生し、昼までに消滅することが多い。 

 

2.6.4 関門海峡の潮流及び潮汐 

海上保安庁刊行の潮汐表及び関門海峡潮流図によれば、本事故発生時の潮流は東

流にあたり、衝突場所付近における流速は約０.２kn で、関門港における潮汐は、

下げ潮の末期であった。  

 

２.７ 事故水域等に関する水路状況 

海上保安庁刊行の瀬戸内海水路誌によれば、第２航路付近における水路状況は、次

のとおり記載されている。 

大瀬戸西口～竹ノ子島は潮流は弱く、航路幅も比較的広い。台場鼻の西側の水域は、

関門航路、関門第２航路、安瀬航路、若松航路及び戸畑航路の各航路があり、優先関

係が複雑となる。 

 

２.８ 関門マーチスによるＡＩＳを利用した航行支援 

関門マーチスのホームページによれば、同マーチスによる情報提供については、次

のとおり記載されている。 

(1) 情報提供 

関門マーチスでは、ＡＩＳの通信機能を活用しＡＩＳサービスエリア内を航

行する船舶に対し、関門海峡における安全航行に必要な情報（海難の情報、航

行制限の状況、通航船舶の動静、気象状況、航路標識の異常、操業漁船の状況

等）を提供する。 

(2) 注意喚起 

ＡＩＳサ－ビスエリア内において、浅瀬に向かって航行している場合等、船
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舶の危険を察知した時に緊急事態回避のための情報を提供することがある。 

 

２.９ 各船間と関門マーチスとの通信連絡状況など 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、ＡＳラインの手前１.５Ｍ付近で初めてＢ船と連絡を

とった。ＡＳラインを通過するころ関門マーチスに通報を行った。その後、Ｂ

船からＡ船あてに左舷対左舷で通過しようとＶＨＦで無線連絡してきたので、

Ｂ船が前方の反航船とＡ船をとり違えていると思った。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、ＡＳライン通過前にＡ船とＶＨＦで無線連絡し、自

船の後方にいるとの連絡を受け、レーダーで確認した。ＡＳラインを通過する

ころ関門マーチスに通報を行った。その後、関門マーチスからＣ船が西進する

ので注意するよう通報があり、反航船を避けるよう連絡を受けた。反航船と右

舷を対して行き会ったのち、約１０秒でＡ船と衝突した。 

(3) Ｃ船 

船長Ｃ及び航海士Ｃの口述によれば、六連錨地を抜錨したとき及び関門航路

から第２航路に入ったときに第２航路から安瀬航路に入る旨を関門マーチスに

連絡し、同マーチスからの情報を得ながら安瀬航路に向かった。六連島の西方

沖合から南進するＡ、Ｂ船は認識していたが、Ａ，Ｂ両船と直接通信連絡は行

っていない。第２航路で安全を確保するために、関門マーチスからＡ船及びＢ

船との接近を避けるための具体的な連絡は特になかった。関門マーチスを通じ

て、本船は安瀬航路に入るので注意してほしいということを伝えてもらった。 

(4) 関門マーチス 

Ａ船、Ｂ船及びＣ船と関門マーチス間の交信記録によれば、０７時００分Ｂ

船からＡＳライン通過の通報を受け、視界１,０００ｍ以下である旨の情報を提

供した。０７時０１分Ａ船からＡＳライン通過の通報を受け、視程１,０００ｍ

以下であること、及び安瀬沖に安瀬入航船がいるから、動静に留意する必要が

あることを情報提供した。０７時０４分安瀬向け航行中のＣ船に対して、南進

船２隻があり、安瀬航路入航をしばらく待つよう伝えたが、Ｃ船は、安瀬沖に

おいて、減速せず、左に変針した。 

０７時０６分Ｃ船とＢ船及びＡ船が安瀬航路入口で行き会う状況となった

ことから、Ｃ船に対してＶＨＦ１６チャンネルでそのまま左に変針して反転し、

避航するよう伝えた。Ｃ船は了解して回頭を続け、避航した。 

０７時０７分Ｂ船、Ａ船に対してＣ船は反転している旨をＶＨＦ１６チャン

ネルで通報したところ、Ａ船から了解した旨の応答があったが、Ｂ船からの応
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答はなく、Ｂ船は左に変針した。Ａ船がＢ船を呼び出したが応答はなく、当方

からＢ船に右に変針するよう１６チャンネルで通報したが応答はなかった。 

０７時０８分Ｂ船は回頭を続け、Ｂ船とＡ船のレーダー映像がほぼ重なった。 

 

２.１０ 汽笛の吹鳴状況に関する情報 

 (1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、Ｂ船がＡ船と並んだとき、Ｂ船が急に左転し始めた

ことに気付き、警告信号のつもりで長音を２回吹鳴した。Ｂ船は何度も汽笛を

吹鳴していた。 

 (2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、自動で霧中信号を吹鳴しながら航行していた。それ

に加えて、Ａ船が後方に迫ってきたことに気付き、エアホーンで長音を連続し

て吹鳴した。Ａ船は何ら汽笛を吹鳴しなかった。 

 (3) Ｃ船 

航海士Ｃの口述によれば、自動で霧中信号を吹鳴しながら航行していた。 

 

２.１１ 各船間の監視状況 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、Ｂ船を追い越すつもりはなかったが、定期航路の貨

物船であり、着桟時刻が迫っていたこともあって、レーダーによる見張りが不

十分となり、Ｂ船が速力を落としたのに気付かず、いつの間にか至近距離まで

接近していた。右舷至近にＢ船が並んだとき、Ｂ船が急激に左転を始めたこと

に気付いた。前方に安瀬航路に入航するＣ船がいたことから、Ｃ船を避けるた

めに左転したものと思う。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、ＡＳライン通過後、Ｃ船の動静に気を取られて、後

方のＡ船のことは失念してしまった。波切音がしたので肉眼で左舷後方を見た

ところ、Ａ船の黒い船体が至近に迫っていた。 

(3) Ｃ船 

船長Ｃ及び航海士Ｃの口述によれば、抜錨後、西水路を南進するＡ船、Ｂ船

が、六連島の島陰に入る前からレーダー上で確認しており、両船が島陰から出

てきたのちもレーダー上で確認していた。Ａ船、Ｂ船はやや近いと思っていた

が、関門マーチスとやり取りしていることから、両船の前路を無難に通ってい

けると判断して左転した。 

 



- 13 - 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

２.１及び２.９から、各船の動静は次のとおりと考えられる。 

(1) Ａ船 

     Ａ船は、平成２０年５月２６日２１時２０分ごろ釜山  港を出港し、関門港

下関区へ向かい、翌日０６時５０分ごろ、大藻路岩
お お も じ い わ

灯標から０７０゜０.７Ｍ

付近において、第２航路に向かうため針路を約１４０゜とし、機関を全速力

前進にかけ、約１３.１kn の速力で、船長Ａが操船指揮をとり、手動操舵に

より航行した。 

     このころ、霧模様のため、視程が５００～６００ｍまで低下する中、Ａ船

は霧中信号を行っていなかったものの、Ｂ船が吹鳴する霧中信号を聞いてい

た。 

     ０６時５５分ごろ大藻路岩灯標から１０８゜１.５Ｍ付近に達して針路を 

約１５４゜として前方約１,１００ｍのところに同航するＢ船を認めていた。 

０７時００分ごろ針路を約２０３゜としたときＢ船までの距離が約８５０

ｍまで接近していた。 

     ０７時０１分ごろ、ＡＳラインを通過する旨を関門マーチスに通報したと 

    ころ、視程１,０００ｍ以下であり、安瀬沖に安瀬入航船がいるので、動静に

留意するよう情報提供を受けた。 

     ０７時０３分ごろＡＳラインを通過し、０７時０５分ごろ針路約１７９゜、

速力を約１２.１kn としたとき、Ｂ船から約５５０ｍのところまで接近して

いた。０７時０４分ごろ第２航路を航行中のＣ船が、第２航路から安瀬航路

に向けて左転して増速したが、Ａ船は、０８時００分の着桟時刻が迫ってい

たことに気を取られ、減速せず、レーダーによる適切な見張りを行わずに、

航行した。 

     ０７時０７分ごろ、第２航路東口付近で左転して増速しながら安瀬航路に

入航しようとしていたＣ船が反転して避航する旨の情報を関門マーチスから

ＶＨＦで受け、了解する旨応答したが、右転を呼びかける同マーチスにＢ船

が応答しないので、自らも、Ｂ船に対してＣ船が左転したことをＶＨＦで呼

びかけた。 

     Ａ船は、Ｂ船が左転して、右舷側至近に接近していることに気付き、長音

２回を吹鳴して大きく左に転舵した。 
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     Ａ船は、右舷至近にＢ船を視認したが、船首が約１３２゜に向首したとき、

約１１.８kn の速力で、Ａ船の船首が、Ｂ船の左舷船首部に約５１゜の角度

で衝突した。 

(2) Ｂ船 

     Ｂ船は、同月２６日１５時１０分ごろ大韓民国光陽港を出港し、名古屋港

へ向かった。翌２７日０６時００分ごろ、蓋井島南西方約６Ｍ付近で船長Ｂ

が昇橋し、一等航海士を船長補佐に、甲板手を操舵につかせ、機関用意とし

て関門海峡の通過に備えて操船の指揮に当たった。 

     ０６時５０分ごろ、霧模様のため視程が６００～７００ｍまで低下した状

況となったので、ＡＲＰＡ付きレーダー２台を作動させ、大藻路岩灯標から

０９４゜１.５Ｍ付近に達して、針路を約１６６゜で約１１.３kn の速力とし、

西水路から第２航路へ向け、自動吹鳴装置を使用して霧中信号を行いながら、

手動操舵によって航行した。 

     ０６時５５分ごろ、針路を約１８７゜としたとき、Ａ船が自船の後方約 

１,１００ｍのところを同航していることを知った。 

０７時００分ごろ、約１９４゜の針路としたとき、ＡＳラインを通過する

旨の通報を関門マーチスに行い、視程１,０００ｍ以下である旨の情報の提

供を受け、Ａ船が左舷後方から約８５０ｍのところまで接近し、このころ、

視程が急激に悪化して５０～１００ｍとなった。また、関門マーチスの通話

内容からＡ船が近くにいることを知り、ＶＨＦでＡ船と連絡をとったところ、

Ｂ船の後方にいることをレーダーで確認するとともに、関門マーチスからＣ

船が西進しているので注意して航行するよう連絡を受け、０７時０１分ごろ

ＡＳラインを通過した。 

０７時０５分ごろ、約１６９゜の針路、約９.９kn の速力としたとき、Ａ

船が後方約５５０ｍまで接近していたが、第２航路を北進し同航路から安瀬

航路に入航しようとするＣ船の動静に気を取られ、Ａ船の存在を失念した。 

その後、関門マーチスから安瀬航路入航をしばらく待つよう言われたＣ船

が安瀬沖で左転し、Ｃ船と同航路入口で行き会う状況となったことから、関

門マーチスから、Ｃ船を避けるよう連絡を受けた。 

０７時０６分３０秒ごろ、第２航路北口の手前で左転し、同時０７分００

秒ごろ第２航路に入った。 

その後、関門マーチスに続いてＡ船が、Ｂ船に対してＣ船が左転している

旨を１６チャンネルで通報したが、応答せずに右転しないまま進行中、０７

時０８分、Ａ船が左舷後方から至近に迫っていることに気付き、エアホーン

で長音を連続して吹鳴したが、船首が約０８１゜に向首したとき、約７.９kn
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の速力で、Ａ船と衝突した。 

(3) Ｃ船 

     Ｃ船は、船長Ｃが操船の指揮をとり、航海士Ｃ、三等航海士を操船補助に

つかせ、０６時４０分ごろ六連錨地を抜錨したのち、六連島の島陰に入る前

から西水路を南進するＡ船、Ｂ船をレーダーで認め、０６時５０分ごろ防波

堤灯台から０３６゜２.１Ｍ付近に達して針路約２１８゜、速力約１０.２kn

で、関門航路を手動操舵によって航行した。 

０６時５６分ごろ、針路約２５０゜、速力約７.２kn で航行していたとき、

右転して第２航路に入り、０７時００分ごろ防波堤灯台から０１７゜０.９Ｍ

付近に達し、３００゜の針路として４.８kn の速力に減速した。 

     ０７時０２分ごろ、防波堤灯台から００８゜１.０Ｍ付近に至って約３.４

kn の速力に更に減速し、西水路から第２航路に向けて南進するＡ船、Ｂ船の

動静を監視しながら第２航路に沿って航行した。０７時０４分ごろ、防波堤

灯台から００２゜０.６Ｍ付近に達したとき、関門マーチスから南進船が２ 

隻いるので、安瀬航路入航をしばらく待つよう言われたが、同航路に向けて

針路を左に転じて約２２３゜約５.０kn の速力とした。 

     ０７時０６分ごろ、防波堤灯台から３４７゜０.９Ｍ付近で、Ｂ船及びＡ 

船と安瀬航路入口の第２航路内で行き会う状況となったことから、関門マー

チスから１６チャンネルで、そのまま左に変針し、反転して避航するよう言

われ、了解して回頭を続け避航した。 

 

3.1.2 衝突状況 

  ２.１から、次のとおりであった。 

   (1) 衝突時刻及び同場所 

     ０７時０８分１０秒ごろ防波堤灯台から３４１゜１.１Ｍ付近（北緯 

３３゜５７.５′東経１３０゜５０.６′）と推定される。 

   (2) 衝突角度 

     針路約１３２゜速力約１１.８kn で航行中のＡ船の船首と、左転し針路約 

０８１゜速力約７.９kn となったＢ船の左舷船首部が、約５１゜の角度で衝

突したものと考えられる。 

 

３.２ 事故の要因の解析 

3.2.1 乗組員の状況 

  ２.４から、船長Ａ、船長Ｂ及び船長Ｃは、いずれも適法で有効な海技免状を有し

ていた。 
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3.2.2 船舶の状況 

2.5.3 から、Ａ船、Ｂ船及びＣ船は、船体及び機器類には不具合又は故障はな 

かったものと考えられる。 

 

3.2.3 気象・海象の状況 

２.６から、事故当時は濃霧のため、視程が約５０～１００ｍまでに狭まり、視界

制限状態であったものと考えられる。 

 

3.2.4 霧中信号の吹鳴状況 

２.１０から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

Ａ船は霧中信号を行っていなかったものと考えられる。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は自動吹鳴装置を使用して霧中信号を行っていたものと考えられる。 

(3) Ｃ船 

Ｃ船は自動吹鳴装置を使用して霧中信号を行っていたものと考えられる。 

 

3.2.5 速力 

２.１から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

視界制限状態において、安全な速力に減じないまま航行し、衝突時の速力

は１１.８kn であったものと考えられる。 

(2) Ｂ船 

視界制限状態において、徐々に速力を減じたものの、安全な速力に減じな

いまま、衝突時の速力は７.９kn であったものと考えられる。 

(3) Ｃ船 

視界制限状態において、第２航路から安瀬航路に向かう際に、安全な速力

に減ずることなく増速し、Ａ船とＢ船の衝突時、安瀬航路北方で左転しなが

ら、６.２kn の速力で航行していたものと考えられる。 

 

3.2.6 ＶＨＦによる連絡状況 

２.９から、Ａ船、Ｂ船及びＣ船は、互いの操船の状況などについて、ＶＨＦで関

門マーチスが提供する情報の聴取を継続的に行っていなかったものと考えられる。 
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3.2.7 他船に対するレーダーによる初認の状況 

2.1.2 から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

Ａ船は、ＡＳラインの手前１.５Ｍ付近に達するまでに、レーダーで正横よ

り前方を同航するＢ船を、また、第２航路を北進して安瀬航路に入航しよう

とするＣ船を認めていたものと考えられる。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、ＡＳラインを通過する前にＶＨＦでＡ船に連絡し、レーダーで自

船の後方にいるＡ船を、ＡＳラインを通過して第２航路に向かう途中、反航

するＣ船の映像を認めていたものと考えられる。 

(3) Ｃ船 

船長Ｃは、０６時４０分ごろ、六連錨地を抜錨したのち、六連島の島陰に

入る前から西水路を南進するＡ船及びＢ船をレーダーで認めていたものと考

えられる。 

 

3.2.8 レーダーによる見張り状況 

２.１１から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

Ａ船は、着桟時刻が迫っていることに気を取られ、レーダーによる適切な

見張りを行っていなかったため、Ｂ船及びＣ船に著しく接近することとなる

かどうかの判断がなされず、Ｂ船及びＣ船に著しく接近することとなったこ

とに気付かなかったものと考えられる。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、Ｃ船の動静に気を取られ、Ａ船の存在を失念し、レーダーによる

適切な見張りを行っていなかったため、Ａ船に著しく接近することとなるか

どうかの判断がなされず、Ａ船と著しく接近することとなったことに気付か

なかったものと考えられる。 

(3) Ｃ船 

Ｃ船は、第２航路から安瀬航路に入航することをＡ船及びＢ船に関門マー

チスを通じて通報していることから、安瀬航路に入航できるものと判断して、

レーダーによる適切な見張りを行っていなかったため、Ａ船及びＢ船に著し

く接近することとなるかどうかの判断がなされず、Ａ船及びＢ船と著しく接

近することを避けることができない状況になったことに気付かなかったもの

と考えられる。 
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3.2.9 Ｃ船の動静に対するＡ、Ｂ船の認識状況 

２.１から、Ａ船は、関門マーチスからの通報を受け、Ｃ船が第２航路を北進し、

安瀬航路に入る予定であることを認識していた。 

また、Ｂ船も、関門マーチスの通報により、Ｃ船が西進していることを知り、第

２航路を北進して同航路から安瀬航路に入航しようとするＣ船の動静をレーダーで

把握していたものと考えられる。 

 

3.2.10 航法に関する解析 

(1) 港則法 

① 2.1.1 から、Ａ、Ｂ両船は航路外から第２航路に入り、一方、Ｃ船は第

２航路から安瀬航路に出ようとする船舶であり、港則法第１４条第 1 項の

本事故への適用はないものと考えられる。 

② Ａ、Ｂ両船の第２航路に入航した時点での前後距離は、３００ｍ以上あ

り、港則法第１４条第２項、第４項に違反していなかったものと考えられ

る。 

(2) 海上衝突予防法 

２.１及び 3.2.3 から、本事故当時の視程は約５０～１００ｍであり、Ａ船、

Ｂ船及びＣ船は、視界制限状態にある水域を航行していたものであって、各

船には海上衝突予防法第１９条各項が適用されるものと考えられる。 

Ａ船及びＢ船が、六連島西水路を相前後して南進中、Ｃ船が第２航路を航

行中、Ａ船、Ｂ船及びＣ船は互いに他の船舶の存在をレーダーのみにより探

知したことから、当該他の船舶に著しく接近することとなるかどうか又は当

該他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断しなければならなかった

ものと考えられる。また、その後、Ｃ船が、第２航路から安瀬航路に向けて

左転することにより、Ａ船及びＢ船と著しく接近することとなったものと考

えられるが、Ａ船、Ｂ船及びＣ船はこの事態を避けるため十分に余裕のある

時期にこの事態を避けるための動作をとらなければならなかったものと考え

られる。 

この動作をとる各船は、Ａ船についてはＢ船及びＣ船が、Ｃ船については

Ａ船及びＢ船が、それぞれ自船の正横より前方にあるため針路を左に転じて

はならず、Ｂ船についてはＡ船が自船の正横より後方にありＡ船の方向に針

路を転じてはならず、また、Ｃ船が自船の正横より前方にあるため針路を左

に転じてはならなかったものと考えられる。 
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3.2.11 事故の発生に関する解析 

２.１、２.１１、3.2.3 及び 3.2.6～3.2.10 から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船、Ｂ船及びＣ船は、視程が約５０～１００ｍである視界制限状態の水

域を航行していたものと考えられる。 

(2) Ａ船、Ｂ船及びＣ船は、他の船舶の存在をレーダーのみにより探知してお

り、当該他の船舶に著しく接近することとなるかどうかを判断しなければな

らなかったものと考えられるが、各船ともレーダーによる適切な見張りが行

われず、他の船舶に著しく接近するかどうかの判断がなされなかったため、

各船が互いに著しく接近することとなったことに気付かず航行したものと考

えられる。 

(3) 各船とも、レーダーによる適切な見張りが行われず、他の船舶に著しく接

近することとなるかどうかの判断がなされなかったのは、次の要因が関与し

たものと考えられる。 

① Ａ船が、０８時００分の着桟時刻が迫っていることに気を取られていた

こと 

② Ｂ船が、Ｃ船の動静に気を取られていたこと 

③ Ｃ船が、第２航路から安瀬航路に入航することを、Ａ船及びＢ船に関門

マーチスを通じて通報していることから、安瀬航路に入航できるものと判

断していたこと 

(4) Ａ船が、Ｂ船及びＣ船と著しく接近することとなったのは、０８時００分

の着桟時刻が迫っていることに気を取られ、安全な速力に減速せず、航行し

たことによるものと考えられる。 

(5) Ｂ船が、Ａ船と著しく接近することとなったのは、Ｃ船が左転して安瀬航

路に向ける針路とし同航路入口で行き会う状況になったことから、Ａ船の存

在を失念し、Ｂ船の後方から接近するＡ船の方向に左転したことによるもの

と考えられる。 

(6) Ｃ船が、Ａ船及びＢ船と著しく接近することとなったのは、関門マーチス

から、南進船２隻（Ａ船及びＢ船）があり、安瀬航路への入航を待つよう通

報を受けたが、左転して安瀬航路に向け航行したことによるものと考えられ

る。 

(7) Ａ船が、安全な速力とせず、霧中信号を行わなかったこと、並びにＢ船及

びＣ船が、安全な速力としなかったことは、本事故の発生に関与した可能性

があると考えられる。 

(8) Ａ船、Ｂ船及びＣ船は、ＶＨＦで関門マーチスが提供する情報を常時聴取

していなかったものと考えられる。 
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以上のことから、Ａ船、Ｂ船及びＣ船は、視界が制限された状況において、航路幅

が制約され、船舶交通の輻輳する関門航路及び第２航路付近を航行するに当たり、 

レーダーによる適切な見張りを行って周囲の船舶の動静を十分に把握し、海上衝突予

防法に定める航法を遵守するとともに、関門マーチスが提供する情報を十分に利用す

る必要があったものと考えられる。 

 

４ 原 因 

 

本事故は、濃霧のため視界制限状態となった第２航路北西口付近において、Ａ船及

びＢ船が、六連島西水路を相前後して南進中、一方、Ｃ船が第２航路を北進して安瀬

航路に向かう予定で航行中、Ａ船、Ｂ船及びＣ船が、それぞれ互いの船舶の存在を

レーダーのみで探知したものの、レーダーによる適切な見張りが行われず、互いに他

の船舶に著しく接近することとなるかどうかの判断がなされなかったため、各船が互

いに著しく接近することとなったことに気付かず航行を続け、Ａ船とＢ船が衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

Ａ船、Ｂ船及びＣ船において、レーダーによる適切な見張りが行われず、他の船舶

に著しく接近することとなることの適切な判断がなされなかったのは、次の要因が関

与したものと考えられる。 

① Ａ船が、０８時００分の着桟時刻が迫っていることに気を取られていたこと 

② Ｂ船が、Ｃ船の動静に気を取られていたこと 

③ Ｃ船が、第２航路から安瀬航路に入航することを、Ａ船及びＢ船に関門マーチ

スを通じて通報していることから、安瀬航路に入航できるものと判断していたこ

と 

Ａ船、Ｂ船及びＣ船が、安全な速力としなかったこと及びＶＨＦで関門マーチスが

提供する情報を継続的に聴取していなかったこと並びにＡ船が霧中信号を行わなかっ

たことが、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 
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付図１ 関門海峡付近略図 
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付図２ 推定航行経路図（全体図） 
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付図３ 推定航行経路図（衝突直前の状況） 
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北緯
（度分秒）

東経
（度分秒）

7:04:03 33-57-32.2 130-51-05.9 313 284 4.6
7:05:03 33-57-33.5 130-51-00.3 258 223 5.0
7:06:09 33-57-28.6 130-50-53.8 224 225 7.7
7:07:03 33-57-23.1 130-50-47.0 221 183 9.1
7:08:09 33-57-15.4 130-50-47.9 151 121 6.2

7:08:16 33-57-14.8 130-50-48.4 146 116 5.7
7:09:03 33-57-12.8 130-50-51.4 124 097 3.3
7:10:03 33-57-12.0 130-50-54.3 094 077 2.3

船　　　位
対地針路
（゜）

船首方位
(゜）

対地速力
(kn)

（注）　船位は、ＧＰＳアンテナの位置である。

時刻

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録 

 

付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録 

 

 

付表３ Ｃ船のＡＩＳ記録 

北緯
（度分秒）

東経
（度分秒）

7:05:06 33-58-04.5 130-50-23.5 172 179 12.1
7:06:07 33-57-52.4 130-50-25.9 171 179 12.4
7:07:07 33-57-40.2 130-50-28.5 162 161 12.2
7:08:03 33-57-31.6 130-50-36.7 130 133 11.7
7:08:07 33-57-31.2 130-50-37.2 129 132 11.8

7:08:10 33-57-30.8 130-50-37.9 134 122 9.4
7:08:13 33-57-30.5 130-50-38.1 133 114 8.8

対地速力
(kn)

（注）　船位は、ＧＰＳアンテナの位置である。

時刻
船　　　位

対地針路
（゜）

船首方位
(゜）

北緯
（度分秒）

東経
（度分秒）

7:05:06 33-57-47.1 130-50-21.4 171 169 9.9
7:06:06 33-57-37.3 130-50-23.3 170 165 9.9
7:06:27 33-57-33.7 130-50-24.3 164 151 9.7
7:06:33 33-57-32.8 130-50-24.7 159 143 9.6
7:07:00 33-57-30.0 130-50-27.7 120 111 8.1

7:08:03 33-57-29.3 130-50-37.3 083 081 7.9
7:08:06 33-57-29.3 130-50-37.8 080 081 7.9
7:08:16 33-57-29.6 130-50-39.7 087 096 8.9

時刻
船　　　位

対地針路
（゜）

船首方位
(゜）

対地速力
(kn)

（注）　船位は、ＧＰＳアンテナの位置である。
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写真１ Ａ船船首部の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船左舷船首部の損傷状況 
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写真３ Ｂ船左舷船首部の損傷状況（拡大） 
 

 




